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本書は、コペンハーゲン大学の助教授（associate professor）として国際スポーツ
法を担当し、また弁護士、そしてＣＡＳ仲裁人を兼務する著者がその幅広い見識か
らヨーロッパ・スポーツを巡る法律問題に検討を加えたものである。商業化が進む
ヨーロッパ・スポーツにあって、にわかに浮上してきた様々な法的論点をそれぞれ
アメリカでの議論を比較検討しながら整理、考察している。
本書の構成は、第1章「導入」、第2章「ヨーロッパ・スポーツに関わる条約」、第3
章「ヨーロッパ型規制」、第4章「競争法」、第5章「労使関係」、第6章「スポーツ代理
人規制」、第7章「放送法」、第8章「知的所有権とマーケティング」、第9章「結論」で
ある。これら各章において、アメリカでの議論と動向が紹介され、続いてヨーロッ
パ、そして論点によってはデンマークでの現状と動向が明らかにされている。
この構成からも明らかなように本書は、今日ヨーロッパでビジネス化が加速するプ
ロスポーツの法的論点に対象を絞り、たとえばドーピング等、プロアマを問わず議
論されるべき論点についてはその射程から除外している。
以下、各章のうち主要なポイントを概観したい。
まず第1章では、スポーツ法の意義に触れているが、その中で著者は「スポーツ
と法」ではなく、「スポーツ法」として特別の法領域が存在すると主張している。すな
わち、スポーツ法とは、スポーツと法の交差領域と捉えるにとどまるべきではなく、
スポーツ固有の問題を解決するために必要とされる独自の法領域と捉えるべきで
あると述べている。その一つの理由として、スポーツの特性や独自性を十分に考
慮した法的な判断が不可欠である点を挙げている。スポーツのビジネス化に伴い
スポーツ関係者にそれぞれの権利義務が発生した。こうした権利義務をめぐる紛
争への介入を肯定しつつも、そこではスポーツの本質を的確に捉えた法解釈や立
法政策が求められると指摘する。そしてこのような解釈あるいは立法こそが「スポー
ツ法」の領域であるというのである。
第2章では、商業化、合理化、市場原理により独特の文化を形成したアメリカ・ス
ポーツの副産物たる「倫理性の欠如」を鋭く批判している。その一方で、ビジネス化
が加速するヨーロッパ・スポーツは、もはやアメリカ型の法的紛争の勃発を避けられな
い状況にあるとの認識を示している。スポーツ本来の文化的、社会的、教育的価値
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とビジネス化による利害関係者の権利保護との矛盾に今後どう対処していくのか？
本章では、こうした問題に直面するヨーロッパ・スポーツの苦悩が描出されている。
なお、本章で著者は「勝者が利益を支配する（winner-takes-all）」というヨーロッパ
型と「リーグ内での収益配分（revenue sharing）」を基礎とするアメリカ型の違いにつ
いて触れ、今後、ヨーロッパ・スポーツでもクラブの共存共栄を念頭においたリーグ
内での収益配分が課題になると指摘している。加えて、スポーツビジネスにおいて中
長期的な視野に立ったマネジメントが不可欠であるにも関わらず、今日のヨーロッパ
では、短期的な収益のみに傾注するビジネススタイルが随所に見られ、こうした趨向
は中長期的にスポーツビジネスそのものを蝕むことになると警鐘を鳴らしている。
第3章は、ヨーロッパ型のスポーツモデルについて、アメリカとの比較により詳細
な検討を加えることで、プロスポーツとアマチュアスポーツとが互いに独立した形
で発展してきたアメリカ型のスポーツモデルとの土壌の違いを浮き彫りにしてい
る。さらに、スポーツへの法介入のあり方について著者は、ボスマン判決前後の
決定的な相違を明らかにし、EU法の杓子定規的運用（insensitive application）か
らスポーツをいかにして守るかがスポーツ界の懸案事項になってきたと指摘する。
加えて、ヨーロッパ型スポーツの教育的および社会的意義が商業化によって失わ
れてはならないとし、1998年のアムステルダム条約（ヨーロッパ型スポーツモデル
「European Model of Sports」）の重要性を強調している。
第4章では、続く5章とあわせて、本書全体の約4割に相当する頁を割き、反トラ
スト法および労働法とのかかわりに関する議論を考察している。このパートはいう
までもなく本書の心臓部を成している。まず4章では反トラスト法を巡るアメリカの判
例の動向を整理し、ローマ条約においてこれに対応する論点を整理している。具
体的には、放映権のリーグ一括販売、球団の所有制限（参入障壁）、フランチャイ
ズ制、あるいはフランチャイズ移転、選手の移籍期間、そして公式戦で使用される
スポーツ用品の公認、などを巡る反トラスト法上の問題についてである。さらに5章
では、アメリカ4大リーグでの労使紛争、そしてこれらを巡る判例の動向について検
討が加えられる。特に反トラスト法と労働法の調整を巡る議論に焦点が当てられ
ているが、選手組合が労働協約の締結を前提として存在する限り、選手市場の制
限に対する反トラスト法の適用は否定されるとした1996年のブラウン事件連邦最高
裁判決の考え方が、今後のヨーロッパ・スポーツにも採用されるべきと主張する。た
だし、著者も自認する通り、いわゆるプロモーション型（リーグ間の入れ替えがある
ピラミッド型の試合運営）のヨーロッパ・スポーツでは労使間に安定した交渉関係を
構築することが容易ではないため、アメリカ型の労使交渉によって種々の条件を設
定していくことは実務的に困難を伴うことになろう。とはいえ、長期的には、労使の
合意にもとづくルール設定手続をヨーロッパ全体でも整備することでスポーツにお
ける選手市場の安定を創造するという著者の狙いは大いに注目すべきものである
といえる。
第6章から8章にかけて、代理人規制の在り方、スポーツ放映権を巡る議論、さ



らに商標権、著作権、パブリシティ権などのスポーツビジネスの現代的論点に取り
組んでいる。スポーツ市場のグローバル化により、知的所有権の排他的独占権あ
るいはその保護のあり方を巡る判断は市場を大きく揺さぶることになるであろうこと
は今更いうまでもない。こうした権利のうちもっとも巨大な市場といわれるテレビ放
映権については、特にニュース番組等での一部の放映を容認する公正使用（fair

use）に焦点をあてて各国の動向を明らかにしている。また、商標権、著作権、パブ
リシティ権についてアメリカでの判例を紹介し、さらにオリンピックの五輪マークを巡
る議論に検討を加えている。放映権やマーチャンダイズによる収益が増加の一途
をたどり、こうしたスポーツ・マーケティングによる収益がプロスポーツ事業の中核と
なっている状況のなかで、知的所有権を巡る議論の重要性が今後益々増加してい
くことを本書により再認識させられる。
第9章の結論では、ボスマン判決後の実務上の混乱やEU法の法的拘束力の脆
弱さがスポーツ界に与える影響を明らかにしたうえで、ヨーロッパ・スポーツのある
べき姿を念頭においた、着実かつ健全なスポーツの発展を可能とするスポーツ
政策の必要性とともに、競技団体における規則決定プロセス構築の必要性が強
調されている。
以上、各章の内容を概観したが、本書の意義は以下の点に集約できる。第一
に、近年のスポーツを巡る法律問題についてアメリカおよびEUでの議論を比較検
討することで、世界的な潮流を具体的かつ正確に俯瞰できること。第二に、欧米
のスポーツ事情と実務に精通する著者ならではの視点がスポーツを巡る法律問題
の変容を鮮明に映し出し、専門書であることを忘れさせる躍動感を生み出してい
ること。第三に、随所に散見される著者の大胆な政策提言、あるいは時に触れら
れるデンマークでの議論が我々に新たな視座をもたらすこと、などである。
本書は、スポーツ法の世界的な動向をバランスよくかつ簡潔に整理、検証した力
作であり、スポーツビジネスに関わる法律問題の動向を知る上で、十分な情報と多
面的な視野をもたらす好著であるといえよう。
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